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平成２５年第１回国民健康保険運営協議会議事録要旨 

 

期 日 平成２５年１月２８日 

場 所 市役所２階第２委員会室 

 

報告「平成２４年度国民健康保険特別会計決算見込について」 

≪事務局≫ 

平成２４年度国民健康保険特別会計決算見込額調書に沿って説明させていただきますが、

歳出においては今後の医療費の動向、歳入においては国庫支出金や道支出金の状況により

最終決算までの間で大きく数字が変動することも考えられますので予めご了承ください。 

現時点では歳入歳出それぞれ６７億６，１５８万９千円程度を全体の最終予算と見込ん

でおります。 

歳入の決算見込額は６６億２，６８１万６千円、歳出は６５億７，５４９万円となりま

す。歳入歳出を差し引いて、平成２５年度に繰り越される金額が５，１３１万８千円とな

ります。また、単年度収支としては、平成２５年度に繰り越される累積収支見込額の金額

から、歳入の平成２４年度繰越金決算見込額２億７，４８６万６千円を引いた額である単

年度収支見込額２億２，３５４万３千円が、赤字額となります。 

平成２２年度から設置した「国民健康保険給付費等準備基金」については、平成２４年

度は利子分１８万円を新たに積立て、基金の額は３億５，０３９万円となります。 

歳入では、第１款の国民健康保険税の収入を１２月末時点の調定額に昨年度の収納率を

乗じ、９億８，３５９万７千円と見込数数値を算出しました。 

被保険者の所得の減尐や加入人数そのものが減尐しているため、収納額も平成２３年度

に比べ２千万円程度減尐しております。 

次に、第３款の国庫支出金については予算比２，８２３万円の増収となると見込んでい

ます。 

一方、第４款療養給付費等交付金、第５款の前期高齢者交付金、第６款の道支出金につ

いては、予算に対して減収となると考えています。 

また、第７款の共同事業交付金が５，３６７万１千円、予算比で減収となっています。

これは交付金の算出方式が年度途中で変更となったことに拠るものです。 

次に歳出でありますが、第２款の保険給付費は、決算見込額が４６億５，５８７万５千

円となります。ちなみに平成２３年度の決算額は４５億３２９万７千円でしたので、平成

２３年度に比べ１億５，０００万円程度、増加すると予想しています。 

今年度、医療費が増加していることの一番大きな原因は、診療報酬改定であると考えて

います。入院、入院外を含め実際に医療機関を受診する件数、日数についてはほぼ横ばい

ですが、入院１件当たりの単価が３％程度増加しております。この点を見ても診療報酬の
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改定が医療費の増加と密接に関連していることが伺えます。 

その他の歳出では、第７款の共同事業拠出金が予算比で減収となっていますが、これは

計算方法の変更に拠ります。 

 

報告「平成２５年度国民健康保険特別会計予算について」 

≪事務局≫ 

 総額で歳入歳出６５億１，４６０万円の予算規模となっております。 

 まず歳入の状況です。１款の国民健康保険税ですが、平成２４年度当初予算に比べ 

約５，０００万円減額となっています。３款の国庫支出金は７，０００万円程度の増額を

見込んでいます。医療費の給付に対する国庫の定額負担分が増加するため増額としました。

４款の療養給付費等交付金と５款の前期高齢者交付金も同様の理由により増額を見込んで

います。 

 ９款の繰入金についてです。平成２５年度についても保険財政安定化支援分については

法定分の１/２を繰入額としています。 

保険財政安定化支援分は保険者の努力では解消できない事情、例えば低所得者が多いこ

とや病床数が過剰であるため医療費が高くなっていることに着目して、国から一般会計に

入ってくるものです。 

平成２４年度でいえば７４，７９５千円が国から一般会計に入っていますが、今年度も

１／２のみ繰入れする予定です。 

今後は平成２５年度中の医療費の動向、歳入歳出の動向を注視し、必要であれば１／２

を、１００％にして繰り入れることも財政部局と継続協議していきます。 

１款の総務費は概ね前年どおりです。２款の保険給付費、医療費ですが、平成２４年度

比で約７，５００万円増額しております。医療費の増加率は１％で試算し、当該数値を算

出しています。 

 

≪質問≫ 

 交付金５０％しか頂いていないというお話がありましたが、もし１００％頂けるとなる

と金額的にはどの程度ですか。 

≪事務局≫ 

 ３，０００万円です。 

 

報告「国民健康保険給付費等準備基金の繰入について」 

≪事務局≫ 

平成２２年度末で３億５，０００万円累積黒字分を積んで基金化しましたが、平成２３

年度に２１万円、今年度に約１６万円程度利子分がつきますので、平成２４年度末の段階

で利子分が増え、３億５，０３６万７千円になります。 
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平成２４年度の累積黒字が減尐したことに拠り、平成２５年度の繰越金が約５，０００

万円になります。それに伴い歳出を組む際に、今までは累積黒字が多くありましたので繰

越金を使い歳入歳出の均衡を図っておりましたが、平成２５年度の繰越金だけでは歳入歳

出の均衡が図れないため、基金から１億円を当初予算に繰入れて予算編成しております。 

 基金の取扱いとしては、急激な医療費の増加が出たときなど、国保全体の健全運営のた

めに積んでおいた方が良いものではありますので、最終的に基金を取り崩すにあたり、基

金をゼロにしてから税率改正等出来ることをするのか、ある程度余裕をもった状態でする

のか皆様のご意見を伺いたいと考えております。 

 

≪質問≫ 

 基金は急激な感染症等のためにあるべきものと考えて良いですよね。基金がたくさんあ

って減らされたりすることはありますか。 

≪事務局≫ 

 それはありません。ただ、基金に手をつけずに、一般会計から繰り入れをしてもらうと

か、税率を上げるのは理解を得づらいと思いますので、バランスを考えるのが難しいと思

います。 

 

その他「登別市国民健康保険特定健康審査等実施計画について」 

≪事務局≫ 

 特定健診等実施計画については、高齢者の医療の確保に関する法律において５年ごとに

計画を定めることとされており、平成２０年度から２４年度までが第１期、２５年度から

２９年度までが第２期計画となります。 

第１期の実績・評価につきましては、特定健診の実績としましては、最終年度である２

４年度は国の目標値６５％に対し、見込みとしては３２%位を想定しています。国の目標値

の約半分という厳しい結果となる見込みですが、初年度である２０年度と比較しますと約

１０ポイント増えおよそ千人の受診者増となる見込みであります。初回受診者からは糖尿

病や高血圧などの重症化を防ぐことができた事例が複数あり、同時実施したがん検診から

もがんの早期発見に至ったと声を複数確認しており健診の効果として評価できると考えま

す。 

健診未受診者には、今年度は５月・１０月・１月と３回に分けて受診勧奨の電話がけを

徹底しました。１月は先週まで実施していたためまだ集計はしていないのですが、１０月

に実施した結果、約半数は電話での連絡もなかなかつかず、連絡がついた中では、４割強

が受診に否定的であり、その中でも治療中なのであえて健診受診はしたくないという回答

が最も多い実態にありました。 

次に保健指導の実績としましては、平成２３年度までは目標はほぼ達成しております。

今年度分につきましては、これから健診受診者数が伸びる見込みであり、そこから発生す
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る保健指導の対象者数がまだ見込めない状況にありますが、国が示す４５％を達成するの

は困難であると想定しています。 

また、保健指導の実態としまして、６５歳以上、特に７０代の方の面接実施率が高く、

６４歳以下の実績が尐ない実態にあります。 

 第１期の実績をふまえまして、第２期の目標受診率につきましては、第２期の最終年度

である平成２９年度は国からは、市町村国保の場合、特定健診受診率・特定保健指導実施

率ともに６０％と定めています。仮にこの目標ではなく、保健者独自で目標を掲げる場合

は予算上の制約など合理的に説明できる場合に限られるとされています。 

当市の場合、今年度実績の約２倍の目標を達成するのは、極めて困難と判断しており、

健診受診率・保健指導実施率ともに４５％と設定しています。 

特に普段医療にかかっていない層への受診勧奨を強化し、既に治療中の方には、何度も

健診の受診を勧奨するというよりは、糖尿病の重症化予防対策として、血糖コントロール

がうまくいかない方について、市民プールでの運動利用料の助成を平成２５年度より試行

的に実施していき、可能な範囲において、治療中の方の重症化予防に取り組んでいく計画

です。 

 

≪質問≫ 

 登別市の健診の受診率は他の地域に比べてどの程度の位置にありますか。 

≪事務局≫ 

 胆振管内で言えば、平成２３年度までは真ん中くらいです。全道で言えば平均は上回っ

ていますので、低い値ではないですが、北海道自体が全国で見ると下位になります。都会

に比べると健診を受けにくい部分もあるのかなと思います。 

 

≪質問≫ 

 一番高いところでどの程度の受診率ですか。 

≪事務局≫ 

 高いところは６５％を超えていますが、ほとんど小さい町村です。 

 

≪質問≫ 

特定健診の勧奨を何も受診されてない方に積極的にするということですが、毎月検査さ

れている方にも届きますよね。そこも受診率の分母に入れないといけないですか。 

≪事務局≫ 

 そうですね。後期高齢者の健診については、除外しても良いことになっていますが、特

定健診については通院中の方も分母に含めますので、なかなか厳しいと感じています。 
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≪質問≫ 

 数的にはもっとたくさん受けているということですよね。 

≪事務局≫ 

 そうですね。当市は新日鐵の退職者が多いということで、製鐵記念病院に通院されてい

る方が多いようで、製鐵記念病院は特定健診を実施出来ていないので、そこは厳しいと感

じております。 

 


